
 

［ 問い合わせ先 ］ 

川越市 職員課 人材育成担当 

〒３５０－８６０１ 川越市元町１丁目３番地１ 

 電話 ０４９（２２４）５５５３（直通） 

 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

【試験日】 

随時実施 

（日程は受験申込受付後、お知らせします。） 

 

【申込方法】 

郵送による申込み 

※合格者数が採用予定数に達した場合は、受付を終了します。  
 

【送付先】 

 〒３５０－８６０１ 

 川越市元町１丁目３番地１ 

 川越市役所 職員課 人材育成担当 

 

 

 

 

 令和７年度（令和８年度採用） 

会計年度任用職員募集案内 
 

 

   

職員採用情報  
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はじめに・・・ 

 この募集案内は、会計年度任用職員の採用に関するものです。 

 

 

正規職員が就くべき業務以外の業務に就く非常勤職員で、その任期は、一

会計年度内（４月１日から翌年３月末まで）となります。１週間当たりの勤

務時間が正規職員と同じ３８時間４５分であるフルタイムと、これより短

いパートタイムの者に分けられます。 

そして、給与及び休暇等の勤務条件等については、他の地方公共団体等の

非常勤職員と均衡が図られるように定めております。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会計年度任用職員とは 
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１ 募集職種 

募集 

番号 
職 種 任用期間 勤務形態 職務の概要等 配属先 

採用 

予定 

人員 

１ 

保育士 

令和8年4月1日 

～ 

令和9年3月31日 

午前9時 

～ 

正午 

または 

午前9時15分 

～ 

午後0時15分 

 

週4日 

（※１） 

子育て支援業務

（概ね３歳未満

の親子が訪れる

「つどいの広場」

にて、利用者の対

応、手遊び、絵本

の読み聞かせを

行う業務）等 

子育て支援

センター 他 

（※３） 

２人 

２ 

午後2時 

～ 

午後5時 

 

週3日 

（※２） 

１人 

※１ 勤務場所によって勤務時間帯が異なります。日曜日から金曜日までのうちの４日が 

  勤務日となり、すくすくかわごえでの日曜勤務が１ヵ月に１回程度あります。 

※２ 日曜日から金曜日までのうちの３日が勤務日となります。 

※３ 勤務場所は、すくすくかわごえ、今成保育園、名細保育園、大東市民センター、 

霞ケ関北市民センター、児童センター、東口児童館、高階児童館、名細公民館のいず 

れかになります。 
 

２ 受験資格 

職  種 資格、免許等 

保育士 
保育士の資格を有する人又は任用の日までに同資格を取得見込 

みの人 

次に掲げる地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人は、受験できません。 

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

② 川越市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条

までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 
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④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

＊日本国籍を有しない人も受験できますが、任用期間において従事可能な在留資格を

有する必要があります。 

 

 

３ 試験日程等 

※試験日及び試験時間については、受験票に記載します。 

 

 

 

 

 

４ 試験結果について 
試験結果は、合否にかかわらず文書で全員に通知します。試験結果についての問い

合わせには応じられませんので御了承ください。 

 

 

５ 採用について 
   合格者は、令和８年度会計年度任用職員採用候補者登録名簿に登載されます。その後、

名簿登載順に意向調査をし、欠員の状況に応じて採用します。そのため、合格者全員が

採用されるとは限りません。なお、登録名簿は令和８年度の採用に限り有効です。 

   また、地方公務員法の規定により、職員の採用は全て条件付採用となり、会計年度任

用職員は１箇月間（勤務日数が 15 日に満たない場合には 15 日に達するまでの期間）、

良好な成績で勤務したときに正式採用となります。 

日
程
等 

試 験 日 随時（申込み後にお知らせします。） 

試験会場 川越市役所 

試験科目 

適性検査 約15分 職員として求める資質をみる検査 

事務能力診断検査 約40分 
職務遂行に必要な基礎的な能力をみ

る検査 

面接試験 個人面接 

試験結果通知（全員） 

意向調査（名簿掲載順） 

内定通知 
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６ 受験申込手続き 

申込方法 郵送による申込みとなります。 

受付期間 随時（ただし、合格者数が採用予定者数に達した場合は、受付を終了します。） 

郵送先 
 
 
郵送方法 
 

〒350-8601 川越市元町１－３－１ 
川越市役所 職員課人材育成担当 
 
封筒の表面に「受験申込書在中」と朱書きし、必ず、「特定記録」又は「簡易書留」
で郵送してください。（普通郵便等で申込みをした場合の事故については、責任を
負いません。） 

提
出
書
類 

①受験申込書 
②勤務・受験希望調査票 
③職務経歴書 

※職種ごとに分けず全ての経歴を時系列に従って御記入ください。 
一枚で足りない場合は用紙をコピーするか別の紙に記入していただいても
かまいません。 

④受験票返信用封筒［長形３号］ 
※返信用封筒には、受験者の郵便番号、住所、氏名を記入して、110円切手を
貼付してください。なお、氏名の下には「様」を記入してください。 

⑤保育士証の写し、保育士資格取得証明書又は保育士資格の取得見込みが確認
できるもの 

受験票の交付 
提出いただいた返信用封筒にて後日郵送します。ただし、お申込み後20日を過ぎ
ても受験票が到着しない場合は、職員課人材育成担当まで御連絡ください。 

注意事項 
書類不備の場合は受け付けできませんので、御注意ください。 

提出された書類は返却しませんので、御了承ください。 

      

【返信用封筒（長３）】    【郵送方法】特定記録 又は 簡易書留 
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７ 受験申込書の記入方法 

メールアドレス 
・ 試験日や試験会場をお知らせする場合がありますので、すぐに確認で
きるアドレスを御記入ください。 

・ アルファベット等は分かりやすいよう丁寧に御記入ください。 

電 話 番 号 ・ 携帯番号は必ず御記入ください。 

写 真 貼 付 欄 

・ 写真は、申込前３箇月以内に撮影した上半身、無帽、正面向きのもの
を貼ってください。写真の大きさは、縦４cm×横３cmです。 

・ 試験を受ける時、眼鏡をかける予定の方は、眼鏡をかけて写真を撮影
してください。 

・ 写真の裏に氏名を記入してください。 
・ 写真の貼っていない申込書は受け付けできません。 

学 歴 

・ 中学校から記入してください。なお、中学校名を記入する必要はあり
ません。 

・ 大学については、学部、学科名まで記入してください。 
・ 卒業・在学等区分欄は該当項目を〇で囲んでください。また、在学中
の場合は在学中の学年を、中途退学の場合は中途退学時の学年をそれぞ
れ所定の欄に記入してください。 

免 許 ・ 資 格 

・ 検定 

・ 現在取得している、又は取得する見込みの免許・資格・検定を記入し
てください。 例）中型自動車免許 

・ 受験資格となっている保育士資格は必ず記入してください。取得見込
みの場合も必ず記入してください。 

署 名 欄 ・ 申込者本人が自分で署名してください。 

 
注意事項 
 １ 黒インク又は黒ボールペンで丁寧に記入してください。 

 ２ 消すことができるボールペンは使用しないでください。 

 ３ 該当するものは○で囲み、数字は算用数字を使用してください。 

 ４ 誤って記入したときは、二重線で抹消し訂正してください。訂正印は必要ありません。 

 ５ 記載事項等に虚偽があると受験資格がなくなります。 

 ６ 受験申込書提出後、住所移転など記入した内容に変更があった場合は、速やかに職員 

課人材育成担当に連絡してください。 
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川越市会計年度任用職員採用試験

ふ　り　が　な

ふ　り　が　な

〒３５０－8６０１

〒　　　　　－  　　（上記住所と同じ場合は記入不要） （メールアドレス）

平 平

成 成

平 平

成 成

平 平

成 成

かわごえ　　　はなこ 性別

令和８年度採用　 受 験 番 号

受　験　申　込　書 記入年月日　　令和　８　年　2　月　1　日

職種

保育士

（  募集案内を参考に希望する募集番号を記入  ）

希望職種

２，１

結果通知先

氏　　　名 川越　花子 女

生年月日
昭和

５５　年　４ 月　１８ 日 生  　（　４５　歳）
平成

電　話　番　号

現　住　所

（自宅）

０４９－２２４－８８１１

○○県立△△△△高等学校 11年　3月

  年 　 月
 卒業（修了）・卒業（修了）見込み

 卒業（修了）・卒業（修了）見込み

13年  3月
 卒業（修了）・卒業（修了）見込み

年在学中・　　年中退

      年      月～

　　  年　　 月～
年在学中・　　年中退

学　　　　　　　　　　　　　歴

学　　校　　名 (学部 ・学科 ・専攻等） 期　　　間（和暦表記） 卒　業　･　在学等区分

　中学校  8年  3月  卒業

　　　　　　　　かわごえし もとまち

川越市元町１－３－１
（携帯電話番号）

０９０－１２３４－XXXX

XXXXXXXX@△△.co.jp

  5年　4  月～

   8年　4  月～

　11年　4　月～

  年    月
 卒業（修了）・卒業（修了）見込み

年在学中・　　年中退

年在学中・　　年中退

◇◇短期大学こども学科

写 真

３か月以内に

撮影した上半身
無帽正面向き
４㎝×３㎝
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取得年月 取得年月

平成13年  3 月 保育士資格          年    月

         年     月          年    月

         年     月          年    月

１　 人

　 　私は、募集案内に掲げてある受験資格を全て満たしており、この申込書に記載

　したことは事実と相違ありません。

　　　　　令和　　８　年　　2　月　　1　日 　 氏　　　　名
  （自署のこと）

（注１）太線内の所定欄に、黒インク又は黒のボールペンで、かい書でていねいに記入してください。

（注２）消すことができるボールペンは使用しないでください。

（注３）記載事項等に虚偽があると受験資格がなくなります。

趣　　味　　・　　特　　技

免　許　・　資　格  ・  検 定　（取得見込みも記入すること）

名　称　等 名　称　等

自　　己　　Ｐ　　Ｒ

※記入してください。

有　・　無 有　　　・　　　無

　川越　花子

※記入してください。

勤務する上で配慮を必要とする事項

※あれば記入してください。

配偶者 配偶者の扶養義務 扶養家族数（配偶者を除く）
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８ 採用されてから 
（１）給与（令和８年４月１日見込み） 

＊ 採用時までに変更があった場合は、それによります。 

募集

番号 
報酬（※４） その他 

１ 
日額 4,585円 

（1日３時間勤務） 

支給要件に該当する場合には、通勤手当に相

当する費用弁償等が支給されます。 

２ 
日額 4,585円 

（1日３時間勤務） 

   ※４ 一定の職務経験等のある場合は、それらを考慮することがあります。 

 

 

（２）社会保険及び労働保険 

社会保険への加入はありませんが、労働者災害保険等は適用となります。 

 

 

（３）休暇 

年次有給休暇のほか、病気休暇・特別休暇（婚姻、忌引等）等の休暇が取得可能とな

ります。ただし勤務形態や勤務期間等の条件によって、取得できる日数や給与の取扱

いが異なります。 

 

 

（４）服務義務 

正規職員と同様に、地方公務員法の「服務」に関する各規定が適用されます。服務 

   とは、職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務等するにあたり負う義務の 

ことです。 

また、職務上の義務の違反、職務を怠る又は全体の奉仕者として相応しくない非行 

   のあった場合には懲戒処分の対象となることもあります。詳しくは、次頁の表のとお 

りです。 
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※ パートタイムの会計年度任用職員は営利企業への従事等制限の対象外となりま 

すが、職務専念義務に支障を来すような長時間労働とならないように、兼業先の 

労働条件等と会計年度任用職員の勤務条件を予め確認させていただきます。 

項目 内容 

服務の根本基準 
全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、

職務遂行の際は、全力を挙げて専念する。 

服務の宣誓 
任用された際に、職員の倫理的自覚を促すため、誠

実かつ公正に職務を行うことを誓う。 

法令等及び上司の職務上の

命令に従う義務 

職務を遂行する際は、法令、条例及び規則等に従う

とともに、上司の職務上の命令にも従う。 

信用失墜行為の禁止 
職の信用を傷つけたり、職全体の不名誉となるよう

な行為をしたりしてはならない。 

秘密を守る義務 
職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。また、

退職後においても同様である。 

職務に専念する義務 
原則として、勤務時間中は職務上の注意力の全てを

職責遂行のために用いること。 

政治的行為の制限 

政党その他の政治的団体の結成等に関与すること

や、特定の政治的目的の下に行われる一定の政治的

行為を禁止する。 

争議行為等の禁止 

職務の活動能率を低下させるストライキやサボタ

ージュその他争議行為を行ったり、このような行為

をそそのかしたりしてはならない。 

営利企業への従事等の制限 

任命権者の許可を受けなければ、兼業等が禁止され

る。ただし、パートタイム会計年度任用職員は、制

限の対象外である。（※） 


